
 

 

千葉市霊園管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月３１日 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

千葉市規則第３２号 

   千葉市霊園管理規則の一部を改正する規則 

 千葉市霊園管理規則（昭和３９年千葉市規則第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中「又は合葬式墓地」を「、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地」

に改め、同条第１号イ中「及び」の次に「ウ並びに」を加え、「２親等

内」を「２親等以内」に改め、同条第２号中「合葬式墓地の使用許可を

受けようとする者の」を「合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許可

を受けようとする者の」に改め、同号イ中「合葬式墓地の使用許可を受

けようとする者が」を「合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許可を

受けようとする者が」に、「２親等内」を「２親等以内」に改め、同号

ウ中「配偶者」を「配偶者等」に、「２親等内」を「２親等以内」に改

め、同条第３号中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹木葬墓地」を加

え、「２親等内」を「２親等以内」に改め、同条第４号中「合葬式墓地」

の次に「又は合葬式樹木葬墓地」を加える。 

第４条中「合葬式墓地」を「一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬

墓地」に改める。 

第６条第２項中「又は合葬式墓地」を「、合葬式墓地又は合葬式樹木

葬墓地」に改める。 

第７条第１項中「又は桜木霊堂の」を「、桜木霊堂又は合葬式樹木葬

墓地の」に、「又は桜木霊堂使用許可申請書（様式第３号）」を「、桜

木霊堂使用許可申請書（様式第３号）又は合葬式樹木葬墓地使用許可申

請書（様式第３号の２）」に改め、同条第２項第４号中「原戸籍、」を

削り、同項第６号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改

め、同条第３項中「合葬式墓地の」を「合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓

地の」に改め、「合葬式墓地使用許可申請書」の次に「又は合葬式樹木

葬墓地使用許可申請書」を加え、同項第１号エ中「原戸籍、」を削り、

同号カ中「その他」を「アからキまでに掲げるもののほか、」に改め、

同号カを同号クとし、同号オの次に次のように加える。 

カ 合葬式墓地の直接合祀の区分に係る使用許可及び合葬式樹木葬

墓地の使用許可を申請する場合にあっては、埋蔵された焼骨は返



 

 

還されないことについての同意書 

キ 合葬式樹木葬墓地の粉状焼骨の区分に係る使用許可を申請する

場合にあっては、使用許可に係る焼骨を粉状にすること等につい

ての同意書 

 第７条第３項第２号イ中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹木葬墓

地」を加え、「原戸籍、」を削り、同号ウ中「その他」を「アからエま

でに掲げるもののほか、」に改め、同号ウを同号オとし、同号イの次に

次のように加える。 

  ウ 申請者の配偶者及び２親等以内の血族関係を証明する戸籍の全

部事項証明書等（合葬式墓地の直接合祀の区分に係る使用許可及

び合葬式樹木葬墓地の使用許可を申請する場合に限る。） 

  エ 配偶者等及び２親等以内の血族からの埋蔵された焼骨は返還さ

れないこと等についての同意書（合葬式墓地の直接合祀の区分に

係る使用許可及び合葬式樹木葬墓地の使用許可を申請する場合に

限る。） 

第７条第３項第３号ウ中「その他」を「アからウまでに掲げるものの

ほか、」に改め、同号ウを同号エとし、同号イの次に次のように加える。 

 ウ 合葬式墓地の直接合祀の区分に係る使用許可及び合葬式樹木葬

墓地の使用許可を申請する場合にあっては、埋蔵された焼骨は返

還されないことについての同意書 

第７条第４項第３号中「その他」を「前２号に掲げるもののほか、」

に改める。 

第８条の見出しを「（使用の許可証）」に改め、同条中「又は桜木霊

堂の」を「、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地の」に、「合葬式墓地使用

許可証（様式第５号）又は桜木霊堂使用許可証（様式第６号）」を「合

葬式墓地使用許可証（３０年後合祀）（様式第５号）、合葬式墓地使用

許可証（直接合祀）（様式第５号の２）、桜木霊堂使用許可証（様式第

６号）又は合葬式樹木葬墓地使用許可証（様式第６号の２）」に改める。 

第９条中「又は桜木霊堂」を「、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地」に

改め、「及び」の次に「条例第２０条第３項の規定による」を加え、

「が生じた」を「の許可を受けた」に改め、同条第２号ア中「承継使用



 

 

届（様式第８号）」を「承継届（様式第８号）」に改め、同号ウを次の

ように改める。 

ウ 承継許可証 

 第１１条第１項第４号中「その他」を「前３号に掲げるもののほか、」

に改め、同条第２項第１号中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹木葬

墓地」を加え、同条の次に次の２条を加える。 

（承継の申請） 

第１１条の２ 条例第２０条第３項の規定により、一般墓地、合葬式墓

地、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地の使用者の地位の承継の許可を受

けようとする者は、承継許可申請書（様式第１０号）に、次に掲げる

書類を添付して、指定管理者に提出しなければならない。 

（１）被承継者の使用許可証  

（２）承継者の住民票の写し 

（３）死亡を原因とする承継にあっては、被承継者の除かれた戸籍の全

部事項証明書等 

（４）被承継者の配偶者及び２親等以内の血族関係を証明する戸籍の全

部事項証明書等 

（５）祭祀を主宰する者であることのわかる書類（承諾書等） 

（６）死亡以外の原因による承継にあっては、承継原因を証する書類 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（承継の許可証等） 

第１１条の３ 指定管理者は、条例第２０条第３項の許可をしたときは

承継許可証（様式第１１号）を、同項の許可をしなかったときは承継

不許可書（様式第１１号の２）を申請者に交付するものとする。 

第１２条第２項中「様式第１０号」を「様式第１２号」に改め、同条

第３項中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹木葬墓地」を加え、同条

に次の１項を加える。 

４ 自己の使用を目的として合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許

可を受けた者が死亡した場合において、当該使用許可に係る焼骨を埋

蔵しようとする者は、埋蔵依頼書（様式第１３号）に、使用許可証及

び火葬許可証、改葬許可証、収蔵証明書又は埋蔵証明書を添えて指定



 

 

管理者に提出しなければならない。 

第１３条第１号カ中「様式第１１号」を「様式第１４号」に改め、同

条第２号中「合葬式墓地」の次に「及び合葬式樹木葬墓地」を加える。 

第１４条第３号中「その他」を「前２号に掲げるもののほか、」に改

める。 

第１５条第１項を次のように改める。 

 条例第１９条第２項の規定による申出は、合葬式墓地焼骨返還申出

書（様式第１５号）に使用許可証その他市長が必要と認める書類を添

えて行うものとする。 

第１５条第２項中「合葬式墓地使用終了届（様式第１３号）」を「合

葬式墓地等使用終了届（様式第１６号）」に改める。 

第１７条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

第１９条第２項中「様式第１４号」を「様式第１７号」に改める。 

第２２条中「様式第１５号」を「様式第１８号」に改める。 

第２３条第３項中「様式第１６号」を「様式第１９号」に、「様式第

１７号」を「様式第２０号」に改める。 

第２４条第３号中「平和公園」を「霊園」に改める。 

第２５条第１項中「様式第１８号」を「様式第２１号」に改める。 

第２６条第１項中「様式第１９号」を「様式第２２号」に改め、同条

第２項中「様式第２０号」を「様式第２３号」に改める。 

様式第１号中「〒」を削り、 
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                             」 

改める。 

様式第２号を次のように改める。 
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様式第２号 

  



 

 

 様式第３号中「〒」を削り、「１段式  第  号  １年間」を

「段式  第  号  １年間」に改め、同様式の次に次の１様式を加

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３号の２ 

  

 様式第４号を次のように改める。 



 

 

様式第４号 

  



 

 

 

様式第５号を次のように改める。 



 

 

様式第５号 

  

  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

様式第５号の次に次の１様式を加える。 



 

 

様式第５号の２ 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 様式第６号を次のように改める。 



 

 

様式第６号 

  

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

様式第６号の次に次の１様式を加える。 



 

 

様式第６号の２ 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 様式第７号から様式第１１号までを次のように改める。 



 

 

様式第７号 

  

 

 

 



 

 

様式第８号 

  

 

 

 



 

 

様式第９号 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１０号 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１１号 

 

様式第１１号の次に次の１様式を加える。 



 

 

様式第１１号の２ 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１２号から様式第１４号までを次のように改める。 



 

 

様式第１２号 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１３号 

  
 

 



 

 

様式第１４号 

  

 

 

 



 

 

様式第２０号を様式第２３号とし、様式第１９号を様式第２２号とし、

様式第１８号を様式第２１号とし、様式第１７号中「〒」を削り、「墓

地管理料の返還」を「墓地管理料の還付」に改め、同様式を様式第２０

号とし、様式第１６号中「〒」を削り、同様式を様式第１９号とし、様

式第１５号中「〒」を削り、同様式を様式第１８号とし、様式第１４号

の次に次の３様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１５号 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１６号 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第３項

の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

（千葉市霊園管理規則の一部を改正する規則の一部改正） 

３ 千葉市霊園管理規則の一部を改正する規則（令和４年千葉市規則第

４４号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１４号の改正規定を削る。 

 


